
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１１月２５日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第２８７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年１１月１１日 １３時２１分ごろ 

発生場所 東京都小笠原諸島聟島列島嫁島南西方沖 小笠原村二見港丸山灯台から真

方位３５３°２１海里（Ｍ）付近（概位 北緯２７°２５.９′ 東経１４

２°０９.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年１２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 漁船 明神
みょうじん

丸、９.７トン 

   ＴＫ２－１８５９（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 颯
そう

竜
りゅう

丸、６.３４トン 

   ＴＫ２－１６３８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首先端凹損、船首ハンドレール曲損及び船首右舷外板破口 

Ｂ 船首部分大破 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、約８～９ノット（kn）の速力で自

動操舵により父島列島嫁島南西方沖を北進していた。 

船長Ａは、レーダーの接近警報を４Ｍに設定し、海象状況から海面反射

除去を大きめに調整したのち、携帯電話のゲームをしたり、操業日誌を読

むなどしながら単独で操船していたところ、衝突の衝撃でＢ船の存在を初

めて知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約１～２kn の速力で自動操舵により

聟島列島嫁島南西方沖を南進していた。 

船長Ｂは、船尾甲板上で漁具の交換作業に従事していたところ、衝突の

衝撃でＡ船の存在を初めて知った。 

両船は、平成２１年１１月１１日１３時２１分ごろ、Ａ船の船首部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突後、沈没の恐れを感じてＡ船に乗り移り、自力航行でき

なくなったＢ船をその場に残し、Ａ船によって二見港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２～３ｍ 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船は北進中、Ｂ船は南進中、嫁島南西方沖に

おいて、両船が衝突したものと考えられる。 

判明した事項の解析 

 



 

 船長Ａは、レーダーの接近警報を作動させてい

たことから、接近する他船があれば、警報が鳴る

ものと思い、携帯電話のゲームを行ったり、操業

日誌を読むなどしていて適切な見張りを行ってい

なかったものと考えられる。 

Ａ船のレーダーは、海面反射除去が過度に調整

されていたこと、警報装置が作動しなかったこと

などが考えられるが、その状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

 船長Ｂは、船尾甲板上で漁具の交換作業を行っ

ていたことから、適切な見張りを行っていなかっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、嫁島南西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が南進中、両船

が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

 




